
事 務 連 絡

平成 31 年１月 30 日

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課

都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部） 御中

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課 ( 部 )

厚生労働省保険局医療課

疑義解釈資料の送付について（その 11）

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（平成 30 年厚生労働省告示第 43

号）等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事

項について」（平成 30 年３月５日保医発 0305 第２号）等により、平成 30 年

４月１日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに

係る疑義照会資料を別添１及び２のとおり取りまとめたので、参考までに送

付いたします。



歯科 1

〈 別 添 ２ 〉

歯科診療報酬点数表関係

【永久歯金属冠】

問１ 平成 30 年 12 月に保険適用となった既製の永久歯金属冠については、

区分番号「Ｍ０００－２」に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の留意事

項通知（４）により当該管理料の対象となっていないが、当該管理料の対象

となる歯冠補綴物の管理中に暫間的な歯冠補綴物として既製の永久歯金属

冠による歯冠修復を行う費用は算定できるか。

（答）旧補綴物が区分番号「Ｍ０００－２」に掲げるクラウン・ブリッジ維持管

理料による管理中の場合、同一部位に対する新たな歯冠補綴物に係る費用は

算定できない。

なお、既製の永久歯金属冠は暫間的な使用を想定したものではない。

【特定薬剤】

問２ 特掲診療料の施設基準等の別表第十一において歯科点数表第二章第八

部処置及び第九部手術に規定する特定薬剤として「口腔用ケナログ」が掲げ

られているが、ケナログ口腔用軟膏０．１％の後発品であるオルテクサー口

腔用軟膏０．１％について特定薬剤として算定できるか。

（答）算定できる。
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